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『ロールズの政治哲学』補遺――山岡龍一氏へのリプライ 
田中 将人 

今を遡ること十年ほどの昔、博士課程に進学して間もない私がはじめて研究報告

らしきものを行った際、快くコメンテーターを引き受けてくださったのが山岡龍一

先生（以下、敬称略）であった。「ロールズの政治哲学観」をテーマにしたその報

告は、今思えばまったく要領を得ないものであったが、はからずも同一の主題を扱

うことになった拙著に対して、ふたたび山岡からコメントをしてもらえることは、

著者として大変に光栄なことである。リプライというかたちでの執筆・掲載の機会

を与えていただいたことについて、山岡ならびに『政治哲学』編集の方々に厚くお

礼申し上げたい。 
本稿では、以下、山岡のコメントに沿うかたちで、五つの大別された論点につい

てのささやかなリプライを試みたい。①テクスト中心主義的なロールズ解釈の採用

について、②ロールズ自身の方法論（解釈学的慈愛）への評価、③政治
．．

哲学と政治

哲学
．．

――テクストか著者か、④〈協働としての政治観〉の是非、⑤本書における「宗

教」について。 
 
1  テクスト中心主義的なロールズ解釈の採用について  
山岡は拙著の基本的性質を次のように適切に同定している。「つまり本書は、歴

史学の営みではないし、（概念分析のような）哲学の試みでもない。（一人の）政

治哲学者の著作（群）について解釈する、という形態をとる政治哲学というのは、

いかなる営みであるのか」1。これに合わせて彼が提示するのが、「〈政治哲学とし

てのロールズ理論を扱う本書は、それそのものが政治哲学の試みである〉というテ

ーゼ」であり、本リプライは、全体を通じてこの問いかけに応答しようとする試み

となる。 
ここでは、リプライの予備作業となることも兼ねて、拙著の成り立ちについて簡

単に説明しておきたい。本作は主として2014年度に執筆された博士論文を基にす

る。方法論上の洗練化がすすむ状況下において、本書のようなスタイル――クラシ

カルな思想家研究――を結果的に採用したことについては、たしかに説明（釈明）

が必要であろう。このことには消極的な理由と積極的な理由とがある。 
まず消極的理由について述べれば、私自身の能力・資質（の欠陥）という絶対的

な理由は措くとして、以下のような事情があった。今日、政治思想研究においては、

                                                 
1 カギ括弧内の文章は山岡書評からの引用である。以下同様。 
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分析的アプローチと思想史的アプローチという二つの方法論が隆盛をみている。こ

のうち前者についていえば、それは近年一種の流行状態にあり、テーマが加速度的

に細分化・高度化している。たとえ論文としていくらか書けたとしても、比較的短

期間にそれらをモノグラフとしてまとめることは困難であるように思われた。後者

のアプローチ――思想史といっても幅広いが、ここでは「歴史的再構成」を目的と

する研究を指す――についていえば、まだ博論執筆の段階では、資料も先行研究も

乏しかったという端的な理由がある（ただし、ハーバードのロールズ・アーカイブ

の公開に伴い、近年ではロールズについての思想史研究が盛んになされるようにな

ってきている）。 
続いて、積極的理由について述べたい。これはやはり、戦中に書かれた若きロー

ルズによる宗教に関する学士論文の公刊、ならびに、S・フリーマンや P・ワイス

マンといった教え子たちによるロールズ解釈から刺激を受けたことが大きい。彼ら

の研究はまさに、一人の政治哲学者の著作群を整合的に解釈しようと試みるもので

あり、その見立てを通じてみると、従来とは異なったロールズ像が浮かび上がって

くるように思われた。様々に考えを巡らせた結果、幸運にも 2013年の夏に〈差異の

神義論〉という中心テーゼの着想を得、その上でまとまった時間の取れた 2014年度

に、余勢を駆ってほぼ書き下ろしに近いかたちで博士論文として完成させた。その

後、2年余りの時間をおいて本として公刊したが、論旨における大きな変更はない。

結果的には、綿密な計画や方法論に基づく当世風の論考というよりは、よくもわる

くも著者自身の問題関心や主張の反映を必ずしも否定しない、いささか反時代的な

書物として仕上がったことになる。序論を別とすれば、終章に向かうにつれてこう

した側面が強まってゆくことは否定できない。かかる本書の成り立ちは、山岡が提

起した論点ともおそらく無関連なものではない。 
 
2  ロールズ自身の方法論（解釈学的慈愛）への評価 
私のロールズ研究は、対象=ロールズの思想が考察に値するものであり、かつそれ

が整合性・一貫性を有するという想定のもとに行われている。山岡も指摘するよう

に、こうしたアプローチはロールズ自身が『政治哲学史講義』で標榜したものでも

ある。そこまで意識していたわけでないが、本書はこの方法論をロールズに適用し

たものといってよい 
「合理的再構成」とよばれるこの立場には、しかし、周知の難点がある。その最

たるものは、解釈者が自身の価値観や主張を密輸入することによって生じる、対象

の神話化といえるだろう。最善の解釈を目指してなされる、対象の一見したところ
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の矛盾の整合化。〈慈愛の原理〉として知られるこの試みは、度が過ぎれば、解釈

者の傲りの発露と選ぶところはない。そこまでゆかずとも、対象を合理的に解釈し

ようとする試みは、動もすればそこに孕まれる矛盾や不整合の看過を招く。山岡が

指摘するように、ロールズの解釈（そして私のロールズ解釈）にもその嫌いがない

とはいえない2。「この意味で、ロールズにおいては解釈学的慈愛がある種過剰であ

り、その結果当該の思想は、ロールズ自身の思想体系の中に綺麗に位置づけられて

しまう。はたして、このような解釈学的慈愛を、田中も抱いているのであろうか。

つまり、ロールズを最善の仕方で解釈する――その場合、そのなかに矛盾等の欠陥

があれば、それを補正する――ことそのものが、一つの政治哲学の営みだと考えて

いるのだろうか」。 
翻って、本書のロールズ解釈はどうか。結論からいえば、拙著は解釈学的慈愛を

積極的に展開したものといえる。ただしその理由は、あるべき政治哲学の方法論を

意識したものというよりは、先行研究との兼ね合いにあった。すなわち、莫大な先

行研究にもかかわらず、ロールズの問題関心に正しく照準したものはごく僅かであ

り、それらすらも不充分であるように思われた。その結果として、既存のロールズ

研究では捉えきれていない論点が多々あり、その状況を正すことがまず必要ではな

いかと判断した次第である。無論、方法論をそこまで意識していたわけではないに

せよ、これはひとつの態度決定であり、それは解釈にも影響を及ばさざるをえない。

このことについては節をあらためて論じたい。 
 
3  政治

．．
哲学と政治哲学

．．
――テクストか著者か 

解釈学的慈愛を前面に打ち出す以上、解釈はある種の深読みの要素をもつことに

なる。解釈にあたってはテクストが最重要であることは論を待たない。注意深い読

者は何にもまして書かれたものに集中しなければならない。しかし、そのプロセス

は時に著者の内面への想像や思索を必要とする。こうして、山岡のいう政治
．．

哲学／

政治哲学
．．

という問題が浮上する。「より根本的な問いは、ロールズの政治哲学を研

究する際、作品（つまりテクスト）を対象とするのか、著者（つまり哲学者）を対

象とするのか、というものであり、その選択に存する政治哲学的な意味が、問われ

るであろう」。 

                                                 
2 ロールズの解釈学的慈愛という論点に着目した『政治哲学史講義』への書評論文として、Michael L. Frazer, The Modest 
Professor: Interpretive Charity and Interpretive Humility in John Rawls's Lectures on the History of Political Philosophy, in European 
Journal of Political Theory 9, no. 2 (2010) pp. 218-226. 
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ところで、ここで山岡は政治哲学
．．

の側に卓越主義というタームを宛てている。た

しかに、思想家個人の特定の善の構想=価値観を名指すものとして考えればこの用語

法は適切かもしれない。だが同時に、今日の規範的政治理論においては、一般に卓

越主義とはいわゆる正の優先性を認めない立場のことを指す。このように卓越主義

は一定の負荷を帯びており、しかも政治
．．

哲学の含意を伴うタームである。そこで以

下では、山岡の述べる政治
．．

哲学／政治哲学
．．

の両側面を、それぞれ〈秩序構想〉と〈思

惟様式〉というタームに置き換えて論じてゆきたい 3。 
山岡からの問いは、ロールズの〈秩序構想〉と〈思惟様式〉との関係性をどう考

えるのかということだといえる。私見では、従来のロールズ研究は〈秩序構想〉に

偏重していたように思われる。このことは、彼の理論の目新しさが正義についての

実質的議論の提示にあったことを思えば無理はないが、他方で、その〈思惟様式〉

は触れられないか、あるいは個人主義や近代主義というタームで単純に括られるの

が大半であった。『正義論』の第一部（正義原理の導出）に注目が集まった一方で

第三部（道徳心理学）が読まれてこなかったこと、『政治的リベラリズム』が時に

理論的変節として解釈されてきたこと、これらは右の事情を反映していよう。 
もちろん、テクストに表れた〈秩序構想〉を著者の〈思惟様式〉と別個に考察す

ることは可能ではある。たとえば分析的アプローチはそのようにして優れた成果を

あげている。だが、たんなる論拠（arguments）の整合性のレベルを超えて〈なぜ著

者はこのような理論を提示したのだろうか〉と問う場合、〈思惟様式〉の考察は必

須となる。これはとりわけ、ロールズのように新たな知的パラダイムを打ち立てた

思想家に対して有効なアプローチといえるだろう。ロールズの主題が〈たんに正に

ついてのみならず、善の側面をも含んだものとしての正義論〉として一貫している

という本書の基本的視座のひとつは、そのような観点から設定されたものである。 
思想家研究において、〈秩序構想〉と〈思惟様式〉とは理想的には相補的関係に

ある分析枠組だと思われる。とはいえ、ロールズに関していえば、より重要なのは

その政治
．．

哲学=〈秩序構想〉の方であり、私も最終的にはそちらの解釈に重点を置い

たつもりである4。その意味で、本書が描くロールズ像は、既存の研究に対する全き

オルタナティヴというより、〈思惟様式〉の考察を補助線とするさらなる解明を意

図したものであるが、その成否の程度については読者の判断に委ねたい。 

                                                 
3 これらのタームは以下から借用したものである。河野有理『偽史の政治学：新日本政治思想史』白水社、2017年、

17-18頁。 
4 付言しておけば、ある思想家の〈思惟様式〉が何らかの卓越主義的側面をもつことと、その〈秩序構想〉が義務論的

性格を基底とすることは、完全に両立する。 
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4  〈協働としての政治観〉の是非  
ロールズの政治

．．
哲学＝〈秩序構想〉について、本書では〈協働としての政治観〉

という特定の見方を打ち出している。おそらくこの主張は、山岡も指摘するように

論争的であろう。「しかしながら〈権力としての政治観〉をよく知る者からすれば、

それは欺瞞的な主張に映る。リベラルな政治的善によって、自らの包括的な善の構

想が実際に掘り崩されるような人びとに、そのような善の正統性は説得的だろうか。

政治的正統性は、むしろ、権力（つまり悪）を認めつつ、その暴走を抑え、現実と

の妥協を計るところにあるのではないだろうか」。 
山岡の主張は、政治的モラリズムに対する政治的リアリズムからの批判を彷彿と

させる。しかし、おそらくロールズはそうした悪にたんに盲目であったのではなく、

むしろ意識的であったからこそ〈協働としての政治観〉を打ち出したのではないか、

というのが本書の見立てである。そこでも論じたように、私も〈権力としての政治

観〉が独自の価値を有することは否定しない。しかしながら、とりわけ正義感覚の

涵養を重要なものだとみなすロールズからすれば、〈協働としての政治観〉という

かたちでしか語りえない問題領域があったのもまた事実だと思われる。 
この場を借りて私的な回想をお許しいただければ、この箇所を執筆している最中

の 2014年 11月、早稲田大学で『藤原保信著作集』公刊 10周年を記念したシンポジ

ウムが開かれていた。私にとって忘れ難いのは、最後の質疑応答の際、故・飯島昇

藏先生が、〈藤原は政治について一見明るいイメージのことばかりを書いたが、し

かしそれは、むしろ暗い事柄を意識していたからではないか。われわれは藤原が書

いたもののみならず、書かなかったことならびにその理由を考える必要があるので

はないか〉という趣旨の問題提起をされたことだった。 
藤原の『政治理論のパラダイム転換』への参照を含め、本書のこの部分は、以上

の飯島先生の発言から刺激と着想を得て書かれたものである。無論、かかる論点を

ロールズに読み込むことをはじめとして、〈協働としての政治観〉という論争的な

主張の責任は私にあるが、ここに記して感謝の意を表しておきたい。 
 
5  本書における「宗教」について 
最後に、「宗教」について補足しておきたい。たしかに本書ではこの点を論じ切

れていない憾みがある。「そもそも、本書が言う「宗教的」とは何か。それは包括

的な教説一般、つまり「道徳的」を意味するものではないし、「キリスト教的」を

意味するものでもないようである。特殊ロールズ的な「宗教性」というのがあるの

だろうか」。 
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ここでは、トマス・ネーゲルが宗教的気質（religious temperament）とよぶものに

着目したい。これは、私たちの生のみならず、万有の事物についての理解（あるい

はそうした体系における生の意味づけ）を問題とする気質のことを指す5。あえてい

えば、包括的教説のなかでも特殊なタイプのエートスのことである。したがって、

通常は宗教とよばれるものでもこれに該当しないこともあれば、その逆に、ある種

の哲学や道徳はそれに準ずるものとなる。 
特殊ロールズ的な「宗教性」というのは難問だが、以下では簡単に二つの事柄に

触れておきたい。ひとつは政治と宗教との関係である。この点については、彼はま

さに両者を調停不可能な――ただし同時に、互いに然るべき位置を占めることが可

能な――価値として考えていたと思われる。重なり合うコンセンサスや公共的理性

をめぐる入念な議論はそのことを如実に示している。しかし、政治的構想と包括的

教説とを分かつ境界線が引かれ、この意味での公私区分が適切になされているかぎ

り、包括的価値が信仰（宗教）であるか学知（哲学）であるかは、（少なくとも政

治的リベラリズムの観点からは）決定的な問題とならないと考えていたようにも思

われる。ロールズにおける〈神学-政治問題〉の考察は他日を期すことにしたい。 
もうひとつはロールズ本人の宗教的気質である。この気質は様々なかたちをとり

うるが、彼の〈思惟様式〉に最も見合うのは、カントのいう意味での宗教の問い―

―私は何を希望することが許されるか――に関わるものだと思われる。とりわけ後

期において強調される、理に適った社会が存立可能であることへの理性的信仰

（reasonable faith）には、神義論とも無関係ではない宗教的気質が色濃く滲み出てい

る。おそらくロールズはカントの問いを意識していたのではなかろうか。そしてこ

のことが、本書を「希望」という言葉をもって閉じたささやかな理由でもある。 
 
結びに代えて 
以上のことを踏まえ、アナクロニズムに響くのを承知でいえば、政治哲学研究と

はテクストを介した作者との「対話」であると私は考える。もちろんこのことは、

それ以外のアプローチが政治哲学とは呼ばれえないことを意味しない。概念を明晰

に分析することも、史料による歴史的事実の探索も、ともに私たちの視野を広げて

くれるだろう（本書も多くの恩恵を受けている）。ただし仮に、そうした他のアプ

ローチが主流となる時分があるにせよ、いわば問答法的な趣きを最も強く有する思

想家研究は、政治哲学の営みとしてその意義を失うことはないだろう。 

                                                 
5 Thomas Nagel, Secular Philosophy and the Religious Temperament: Essays 2002-2008, Oxford University Press, 2010, pp. 3-4. な
お、ネーゲルによれば、分析哲学はこうした宗教的関心に充分に応じきれるものではない。 


